
なお、来年からの指定管理者等につきまして

は、まだこれからちょっと検討の課題かという

ふうに思っております。 

以上です。 

○大沼 久議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時といたします。 

 

    午後０時０３分 休憩 

    午後１時００分 再開 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 

 

   髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 午前に引き続き市政一般に関す

る質問を続行いたします。 

次に、順位３番、議席番号11番、髙橋孝夫議

員。 

  （11番髙橋孝夫議員登壇） 

○１１番 髙橋孝夫議員 私は、長井市の行財政

運営が市民生活の向上につながることを願いな

がら一般質問を行います。 

 通告をしております２点について質問申し上

げますので、丁寧で明快な答弁をいただきます

ようにお願いをしておきたいと思います。 

質問の第１は、職員給与減額の考え方につい

てです。 

 この件に関しましては、先ほどの蒲生吉夫議

員の質問で触れられておりまして重複する内容

が出てくると思いますが、ぜひ一つ一つ丁寧に

答弁をいただきますようにお願いをいたします。 

 本定例会に、議案第61号 長井市一般職の職

員の給与に関する条例の一部改正案が上程をさ

れています。提案理由は、給与の適正化を図る

ためとなっています。条例改正の内容は、職員

が地公法第37条第１項に規定する行為で勤務し

ないときは、その勤務１分につき、長井市一般

職の職員の給与に関する条例第14条第１項に規

定する勤務時間１時間当たりの給与額を60で除

した額を減額して支給するというものです。 

 私は、この条例改正案には多くの問題点が含

まれていると感じます。よって、以下、項目に

沿ってお伺いをいたします。 

 第１点は、条例改正の必要性はあるか、そし

てその効果は何かということについて市長に伺

います。 

 ８月25日付の新聞報道は、毎日新聞では「公

務員の争議行為は違法であり、市民感情からい

っても減額しないのはおかしい」との市長の見

解を掲載をしており、読売新聞は「市民から甘

いのではないかとの問い合わせが相次いだため

だ」とし、朝日新聞は「ノーワーク・ノーペイ

でなければ市民の理解は得られない。違法行為

であるストなどの争議行為の抑止効果も期待で

きる」との市長談話を掲載し、山形新聞は「市

民感情に配慮した措置」として、市長の見解と

して「働いている実態がないにもかかわらず給

与が支払われるのは、市民感情に反すること。

市民の理解を得るためにも厳密な給与の減額が

必要と強調した」と掲載されています。 

 私はこの報道を見て、「争議行為」「ノーワー

ク・ノーペイの原則」、そして「市民感情」な

どこれらがごちゃごちゃになって、整理しない

ままに提案したものではないかとの疑問を感じ

たところです。 

 市長は、争議行為を言われるのなら、その回

避に向けた努力をこれまでどのように積み上げ

られてきたのか。ノーワーク・ノーペイを言わ

れるのなら、ほとんどすべての職場で日常的に

行われている時間外や休日労働の実態とその振

替休暇取得の実態や、恒常化しているサービス

残業、予算がないから手当は支払わないとする
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現実をご存じなのか。そして、それらをどうさ

れようとしているのか。市民感情に配慮といい

ますが、市民に対して現状の国や県の運用の仕

方、そしてそれを準用している仕組みを具体的

にどのように説明をされているのか、理解と納

得を得る努力をこれまでどのように積み上げら

れてこられたかなどなどについて、まず明確に

しなければならないと感じますがどうなのでし

ょうか。お聞かせをいただきたいと思います。 

 そして、これらそれぞれが異なる問題につい

てどのように整理をされてきたのか、現時点で

条例改正が必要だとする考え方はどこに起因す

ると考えておられるか、お聞かせをいただきた

いし、また、その効果はどこにあるととらえて

おられるのかについてもお聞かせをいただきた

いと思います。 

 同時に、南陽市では本年６月定例会でほぼ同

じ内容の条例改正が賛成多数で可決をされたと

いうことですが、この南陽市の例との関連につ

いても明らかにしていただきたいと思います。 

 第２点目は、国、県の指導はどうだったのか

について総務課長に伺います。 

 山形新聞によりますと、「国も地方も給与は

時間単位で計算しており、ストライキのときだ

け分単位で減額するのは整合性がとれず不適当。

実際に分単位で職員の動向を把握できるかなど、

運用面でも課題が多い」として、相談を受けた

県市町村課は長井市に十分な検討を要請。総務

省は、各自治体が判断することとして見解は出

していないが、「こうした規定の追加は全国的

にも聞いたことがない」と触れています。 

 私たち革新クラブでは、８月25日午後に県市

町村課に出向きお話をお聞きをしてまいりまし

たが、県市町村課の見解は、一つは、長井市へ

の助言の内容は山形新聞の記事のとおりである

こと。二つは、電話で総務省の担当者に相談を

した結果は、①このような条例改正は違法とは

言えないが、しかし実際には課題は多い。②全

国的にこのような話は聞いていない。③総務省

として、このような見直しの動きはないし、ほ

かにも聞いていないということでありました。

そして大きい三つは、争議行為を持ち出すこと

は矛盾すると感ずる。四つは、南陽市で条例改

正されたことに対しては、実際に運用されない

よう労使が協調してやってほしいと考えている

ということでありました。 

 お聞きするところによりますと、総務課では

県の市町村課にこの関係で指導を仰いだ経過が

あるということであります。その結果はどうい

うものだったのでしょうか。率直にお聞かせを

いただきたいし、同時に、県市町村課では「全

く問題ないからゴー」という肯定的で積極的な

見解だったのかどうかもあわせてお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 あわせて、国も、そして県も否定的であり、

十分な検討をとする指導・助言を長井市はどう

受けとめ、どのような検討をされてきたのか、

先ほどもありましたが、庁内の法令等審査会で

はどのように検討されたのか、どういった経緯

で長井市が条例改正に踏み切ったのか、問題な

しと判断されたのはだれの判断なのか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 第３点目は、公平の原則に反しないかについ

て総務課長にお伺いします。 

 今回の条例改正は、地方公務員法第37条第１

項に規定する争議行為に限って職員の給与を減

額するものであることは申し上げたとおりです。

そして、その際の論拠としてノーワーク・ノー

ペイの原則を掲げています。そこで、３点につ

いて伺います。 

 一つは、これは争議行為欠勤のみの不利益取

り扱いということになり、不当労働行為条例に

なるのではないかと感ずることです。争議行為

への対抗処分だとすれば、地方公務員法第37条

第１項と認められる行為への処分は、地方公務

員法上は既に懲戒処分などの規定があります。
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にもかかわらず分単位での減額処分をさらに加

えることになれば、上位法である地方公務員法

をさらに超えることになり、そこには基本的な

問題が存在をするのではないかと考えます。ど

のように整理をされたのかお聞かせをいただき

たいと思います。 

 二つは、ほかの各種手当や休暇などとのバラ

ンスはどうなのかということについて伺います。 

 県市町村課の見解では、「一部分だけを分単

位とし、しかも減額するということを目的とす

るならば整合性はとれないことになる」と指摘

していることはご案内のとおりです。具体的に

申し上げれば、あってはならないことですが、

遅刻をした場合あるいは時間外手当との関連、

そして年次有給休暇の取り扱いなど、多くの関

連が出てくることになるわけですが、こことの

関係では大きくバランスを失してしまうのでは

ないかと考えます。 

公務員の場合は、ノーワーク・ノーペイの原

則を踏まえた上で、一般職の職員の給与に関す

る法律第15条、給与の減額の項では、勤務しな

い１時間につき、第19条に規定する勤務１時間

当たりの給与額を減額して給与を支給するとさ

れており、人事院が定めている一般職の職員の

給与に関する法律の運用方針では、第15条関係

で、職員が特に承認なくして勤務しなかった時

間数は、その給与期間の全時間数によって計算

するものとし、その時間数に１時間未満の端数

を生じた場合の取り扱いは、超過勤務の場合の

例によるとしています。 

また、運用方針の第16条関係では、超過勤務

手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給

与期間の全時間数によって計算するものとし、

１時間未満の端数が生じた場合においては、そ

の端数が30分以上のときは１時間とし、30分未

満のときは切り捨てるとしており、これは夜間

手当や休日給においてもこの例により取り扱う

とされているわけです。 

 もともと超過勤務に関する時間の取り扱いと

して定められたこのような法律や規定及び運用

方針を争議行為に限定して分単位とすることは、

根本的に理解できません。どう整理をされてき

たのか、見解をお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 三つは、この人事院が示している運用方針に

よって、国はもちろん全国の自治体で実際の運

用がなされていることからいえば、なぜ長井市

の職員がこれと異なる運用となるのかについて

の疑問です。 

 ご案内のように、地方公務員法第13条では平

等取り扱いの原則が規定をされていますし、同

法第24条では、給与、勤務時間その他勤務条件

の根本基準が規定をされています。特に第24条

第３項では、職員の給与は、生計費並びに国及

び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従

事者の給与その他の事情を考慮して定めなけれ

ばならないとし、同条第５項では、職員の勤務

時間その他の職員の給与以外の勤務条件を定め

るに当たっては、国及び他の地方公共団体の職

員との間に権衡を失しないように適当な考慮が

払われなければならないとされています。 

 また、地方公務員法第56条では不利益取り扱

いの禁止が規定をされており、職員は、職員団

体の構成員であること、職員団体を結成しよう

としたこと、もしくはこれに加入したこと、ま

たは職員団体のために正当な行為をしたことの

ゆえをもって不利益な取り扱いを受けるもので

はないこととされています。 

 これらの諸規定に照らし合わせてみれば、こ

の条例改正はなじまないものと考えますがいか

がでしょうか。見解を伺います。 

 第４点目は、条例どおり執行できるかについ

て総務課長に伺います。 

 仮に今回の条例案が可決されたとして、果た

してそのとおりの執行が可能なのかどうかは甚

だ疑問を感じます。この点に関しては、国も、
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そして県も運用面での課題の一つとして指摘し

ていることはご案内のとおりです。 

 具体的には、市当局自身が果たして分単位の

現認ができるのか、正確な分単位の把握は可能

なのか、結果は逆に混乱することになるのでは

ないか、そして、ほかの法律や条例との均衡が

とれるのかなどという執行実務上の疑義を呈し

ています。このことに対する執行実務上の対処

方針、具体的な考え方が検討されていると思い

ますが、ぜひ具体的に明らかにしていただきた

いと思います。 

 先ほど蒲生議員への答弁では自己申告をさせ

るというものでありました。しかし、仮に争議

行為と規定した場合において、争議行為そのも

のが上司の命令を聞かないことになります。地

公法第32条をもって上司の命令で自己申告をさ

せるなどということは、全く相矛盾するものだ

ということをつけ加えておきたいと思います。 

 第５点目は、職員団体との合意が前提ではな

いかという点について市長に伺います。 

 ８月18日に開催されました総務・文教常任委

員会協議会において総務課長からこの議案につ

いて説明を受けた際に、私は、これは労働条件

の変更であり、当該の職員団体との交渉はどの

ように展開されたのかお聞きをしたところです。

総務課長は、来る８月22日に職員団体とは交渉

する予定である旨の答弁をいただきましたから、

私は当然にしてその中で労使合意に向けた話し

合いが進むものと感じたところです。 

 さらに、８月29日に開催をされた議会運営委

員会で、私は、市長の代理として出席しておら

れました長谷部助役に、こういった議案は労働

条件の変更であり交渉事項だと思うが、職員団

体との間で交渉が行われたのか、物別れみたい

な話もあるがどうか、以前からそうであるが、

議案を調整するに当たっては、議場での混乱を

できるだけ少なくするということで、事前の合

意を得ることに力を尽くすということにしてき

たわけだが、今回は合意がなくともやるという

ことなのか、それはどういう判断基準から出た

ものなのか聞かせてほしいと質問をしたところ

です。 

 助役は、「22日に労働組合と交渉を持ったわ

けですが、労働組合の考え方としては、今回の

改正については交渉に該当する案件ではないと。

つまり、この問題については管理運営事項とい

う中身で処理されるものだという考え方を出し

ている。そういう考えを労働組合は持っている

ようですので、以降、労働組合との交渉は予定

をしていません」という答弁でした。 

 これに対してさらに私は、管理運営事項と言

ったのは労働組合が言ったのか、逆に当局が管

理運営事項と言ったんだと聞いているが、新聞

報道とは違う、答弁の中身は違うのではないか

と再質問したところ、助役は、「労働組合とし

ては交渉事項にはなじまないということで、そ

れをただ聞き及ぶということであるから、今後

の交渉にはならないということです」と答弁さ

れました。 

 さらに私は、それは理解できない、そうする

ともう提案をするのだから一切議会にゆだねる

ということで、今後は話し合いも何もないとい

うことかとお聞きしたところ、助役は、「私ど

もが交渉をボイコットするという考えはないが、

組合としては今後申し入れはしてこないと確認

している。もし申し入れがあれば、引き続き当

然交渉はしていきたいと思っている」との答弁

があり、最後に私から、今後どうなるかわから

ないけれども、できるだけ今までの確認どおり

努力をしていただきたい旨申し上げたところで

す。 

 そこでお伺いをいたします。 

 一つは、助役が「この件に関して、職員団体

の方から管理運営事項と言っている」という答

弁があったわけですが、このことについて伺い

ます。 
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 経過を整理してみますと、まず、８月11日に

総務課長から職員団体に対して口頭で、９月議

会で南陽市が６月定例会で変更したと同様の変

更を行いたいとする話があった際、職員団体は

口頭で交渉申し入れを行ったが、総務課長は交

渉事項ではないと拒否をした。翌12日、職員団

体は改めて文書による交渉を申し入れた。しば

らくして18日になって総務課補佐から交渉する

と回答があり、調整の結果、22日に設定され、

前述のように交渉が行われたようです。しかし

その交渉では、「交渉事項と認めるか」という

職員団体の質問に対して、市長は「今回の件は

交渉にはなじまない」と回答し、これは山新で

報道されているとおりです。労働条件の変更で

あり交渉事項だとする職員団体の主張に対して

は、市長はこれを認めず、逆に「交渉したいと

いうから交渉することにした、交渉を申し入れ

たのは組合の方だろう」と述べ、職員団体から

の「きょうの交渉では何を決めるのか」という

質問には、「条例改正は既に決まっている。そ

んなことはわかっているだろう」と回答。さら

に、職員団体からの「それでは交渉にならな

い」という主張には「交渉はそんなものだ」と

回答するのみであり、「時間のむだ」と言って

退席をしたとなったのではないですか。 

 当局が最初から管理運営事項という考え方で

臨んだのではないですか。明らかにしていただ

きたいと思います。 

 二つは、助役が答弁しているように「交渉申

し入れがあれば受ける」ということについてで

す。 

 私は、この間の議会運営委員会の中で、議案

として提案する前に当該団体、この場合は職員

団体ですが、そことの事前に十分に話し合いを

行い、合意の上で提案すべきものと申し上げて

まいりました。そして実際この間は、このよう

な努力が重ねられてきたこともあったと感じて

います。しかし今回、申し上げたような努力が

払われてきたのかといえば、経過を見る限りそ

うは感じられません。話し合いはほとんどなさ

れておりませんし、不十分と感じます。 

私は、これまでも申し上げてまいりましたが、

話し合いを十分に展開し、理解と納得を得る努

力を重ねる必要があると考えますが、再度市長

の考え方を伺います。 

三つは、この間の教訓と第三者機関である人

事委員会や地方労働委員会の判断を生かして、

それに従うのが当局のなさなければならない課

題ではないかということです。 

この間いろんな事案があり、職員団体は人事

委員会や地方労働委員会にそれぞれ申請を行い、

そしてそれぞれの判断が出されています。その

結果は、当局が説明責任を果たすことや、労働

組合としての存在をきちっと認識して対応する

必要があること、労使の間で確認されたことを

きちっと守ることなどが判断として出されてい

ます。 

この間の申し上げたような教訓に立ち返り、

当局は、職員団体との合意が前提であり、その

ために最大限の努力を払うことこそ求められて

いると考えますがどうでしょうか。見解を伺い

ます。 

 質問の第２には、事務管理公社職員の雇用に

ついてです。 

 ６月定例会で事務管理公社の過年度にわたる

消費税課税問題が明らかになり、対処策として、

一つは、これまでの消費税額2,002万4,900円と

無申告加算税額74万5,000円、そして延滞税額

162万8,200円、合計2,239万9,000円の予算計上

がなされ、結果的には賛成多数で可決をされた

こと。二つは、今後の対応として、従来から指

摘されてきました事務管理公社組織の運営上の

課題などを解消するとともに、公社への業務委

託への妥当性、必要性について見直しを行い、

存廃も視野に入れた公社形態の見直しを行い、

来年度から新たな枠組みで対応したいという考
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え方が明らかにされたところです。 

 以降３カ月を経過していますが、この間の状

況と考え方について、以下お伺いをいたします。 

 第１点目は、来年度以降の考え方についてで

す。 

お聞きするところによりますと、事務管理公

社の職員に対して、この間、説明会が開催され

ているということであります。説明会が開催を

されたということは来年度以降の運営の方向性

が固まったと感じますが、どういうふうに整理

をされてきたのか、あるいは現時点でどういっ

た検討がなされているかなどについて、総務課

長からお聞かせをいただきたいと思います。 

 第２点目は、その中で、現在の職員の雇用は

どうなるのかについてと、最低限、現在の身分

と労働条件は保障すべきということについて一

括して市長に伺います。 

 ２回目の説明会では、「公社の縮小に伴う諸

条件の整理について」という内容の説明がなさ

れたとお聞きをしています。具体的には、⑴一

たん公社職員全員を退職扱いとし、退職金を支

払うこと。⑵庁舎内清掃、電話交換、そして事

務部門は公社を存続し、再雇用すること。⑶公

社から新たなところ、いわば新たな受け手とな

るところに移行する職員については、希望する

職員についてはそのまま継続できるよう配慮す

ること。そして⑷として、その際の労働条件に

ついては、一つ、本年４月１日時点の給料表を

固定をしての現行給与の保障、二つ、通勤、時

間外、休日、宿直、割り増しなどの各種手当の

継続保障、三つ、慶弔規定の廃止、四つ、在勤

地旅費の支給、五つ、就業規則は公社規定を準

用するよう要請する、六つ、社会保険、労災保

険への加入、七つ、健康診断の実施、八つ、勤

務時間は現行制度を維持などが説明されたとの

ことです。このような説明を受けた職員の間に

は、悩んでしまっている者もいるとお聞きをし

ています。 

 そこで３点について伺います。 

 一つは、一たん退職扱いとし、退職金の清算

をするということについてです。 

これは一体どういうことを意味するのでしょ

うか。説明でいうところの、公社として存続す

る職種である庁舎内清掃や電話交換、そして事

務職はなぜ一たん退職としなければならないの

か理解できませんし、納得しようがありません。

同時に、新たな機関に移行する職員についても

一たん退職扱いとするということは、理解でき

ません。公社の職員にとっては、仮にこれから

の直接の雇用者は違っても職務内容はこれまで

と全く変わらないものであること、これまでと

同じ職場で、しかも同じ仕事を継続していくに

もかかわらず、なぜ一たん退職扱いとし退職金

の清算を行わなければならないのでしょうか。 

昭和63年度から各地区公民館に雇用されてき

た職員については、平成３年度に市の定時補助

職員に身分がかわった時点で一たん退職金の清

算を受けています。そして、今回もまた退職金

の清算ということになるわけです。加えて、新

たな受け手のところでは退職金制度自体がどう

なるかは明確ではありません。このことに不安

を持つのは、当該の職員にとっては当然のこと

と言わなければなりません。 

公社職員にとっては、同じ職場で同じ職務に

ついて任務を遂行しているのに、当局のそのと

きそのときの都合で退職扱いとされることは納

得いくものではないことは容易に想像できるこ

とであります。自分たちは一生懸命に仕事をし

ているにもかかわらず、雇用する市の都合で退

職させられたり再雇用という扱いをされること

になります。これでは、仕組みを変えることで

その都度労働条件を切り下げていくことになる

と感じられますが、このようなことが繰り返さ

れてはならないと私は感じます。なぜこのよう

な対応をしなければならないのか明確にしてい

ただきたいと思います。 

- 50 - 



 同時に、退職金については、今後も現在活用

している中小企業退職者共済制度を継続するこ

ととし、雇用形態が変わっても清算するのでは

なく継続するという対応こそ大切なことと考え

ますが、市長の見解を伺います。 

 二つは、本年４月１日の給料表を固定し現行

給与を保障するということについてです。 

一見見た目には至極当然のことと感じますが、

しかしその給与実態からいえば、今のことは今

後に対する意欲をそぐばかりか、将来の不安を

感じざるを得ないものであります。現行の公社

職員の給与体系は、一定の期間継続して雇用さ

れれば月額18万円程度で頭打ちという状態にな

っています。そして、この数年は、その限度額

が人事院勧告に連動するという形で年々減額さ

れているのが実態です。何年間にもわたって仕

事をしていても給与は頭打ちということでは、

将来に対する不安を抱くのは当然のことと考え

ます。給与は頭打ち、しかも安定しないという

状況では、将来にわたってこの仕事を専業とし

て頑張っていこうとする考え方や意欲は生まれ

ないと考えます。このような状況では、これま

での事務管理公社で請け負ってきた仕事は必然

的に、一つはしっかりとした生活できる基盤が

ある人、あるいはこの仕事を家計補助的に位置

づける人でなければできないものとなりはしな

いか、私は甚だ心配です。 

公社で請け負ってきた仕事内容は、すべて本

来行政が直接に雇用して展開しなければならな

いものであることは言うまでもありません。に

もかかわらず、その条件がこのような不安定な

ものであってはならないと私は考えます。現に

米沢市の公民館主事は現在はほとんどが女性で

担われていることを見るときに、将来に不安と

危惧を感じるのは私だけではないと思います。

専業として一生懸命になって頑張ろうとする意

欲を持った人材を確保するための見合った給与

体系と労働条件確保は欠かすことができないと

考えますが、市長の見解をお聞かせをいただき

たいと思います。 

 三つは、現在全員が加入をしている勤労者互

助会への加入と負担についてです。 

 事務管理公社では、勤労者互助会への加入と

その会費負担については全額公社負担としてい

たとのことです。このことについては、今後ど

うすると考えておられるのでしょうか。勤労者

互助会は、市も支援をして継続をしている制度

であります。近年は年々補助金がカットされて

きている状況にありますが、それでも大事な財

産であることは間違いありませんし、今後とも

継続しなければならない制度と私は考えていま

す。従来どおりの対応をしていくことが必要と

考えますが、考え方をお聞かせをいただきたい

と思います。 

 第３点目は、丁寧な対応と説明をしてほしい

ということについてです。 

 今回の説明会の内容を聞いて感じたのは、当

局は、委託先をかえることと同時に、各種条件

についてもこの際負担を軽減したいということ

を考えているのではないかという疑念です。こ

の間、地域密着型の公民館運営ということで、

各地区に運営を委託することを通じて雇用する

職員の条件などは低く抑え込んできました。平

成３年度からは、少しでも引き上げなければな

らない、そして安定しなければならないという

ことで、定時補助職員という身分とし、平成７

年度から、矛盾や問題を抱えながらも公社職員

ということで対応してきたということになりま

す。 

 しかし、来年度以降の対応はそれらの点で極

めて対照的な側面を持っていると感じます。少

しでも負担する額を軽減したいとする余り、当

該の職員の実態は二の次になっているように感

じられて仕方がありません。そうでないという

答弁を期待するわけですが、これで私は本当に

将来にわたって運営していけるのかとっても心
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配です。 

 そこで教育長に伺います。 

 各地区の公民館主事を担っている皆さんは、

今後の運営形態、いわば今後の直接の雇用形態

に多くの不安を持っていますし、事務量も含め

て悩んでいます。職員は、各地区の運営協議会

ではなく、少なくとも教育委員会で生涯学習プ

ラザも含めた一本の組織を構成して一括して抱

えてほしいとか、これまでのように当局の都合

で振り回されるのではなく、来年度からはきち

っとした、どっしりしたものをつくってほしい、

そして、これまでのように運営費補助と事業費

補助は分離してほしい、この間のようにまずや

ってみるというものではとても不安で仕方がな

いと訴えておられます。 

 既にこれらの声についてはお聞きされている

と思いますが、これらの声にどうこたえていく

お考えなのか、教育委員会としての考え方をお

聞かせをいただきたいと思います。 

 最後に市長に伺います。 

 申し上げましたように、公社職員にとっては

来年度からの変更は何度目かの変更となります。

職員にとってみれば「なぜ、また」という感じ

方が支配的です。同時に、将来の不安や悩みも

それぞれが少なからず感じているのが実態です。

このような事態をどう考えられますか。少なく

とも現在の状態を斟酌し、今後の対応について

はそれこそ丁寧に丁寧に、そして理解と納得が

いくまで説明するという姿勢で対処をしていた

だきたい、このことは不可欠と感じますがどう

でしょうか。考え方をお聞かせいただきたいと

思います。 

以上、壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 髙橋議員のご質問にお答えをい

たします。 

 まず、現行制度では、29分以内の集会等を行

っても30分未満であるから給与を減額できない

というふうな取り扱いになっていると。これは

やはり市民感覚からいっても極めておかしいと

いうことであります。働いていないわけであり

ますから、ノーワーク・ノーペイは蒲生吉夫議

員も賛成だと言っておられるわけですし、これ

が市民常識だろうと私は思っております。そう

でなければ、この制度を逆手にとって職員団体

の皆様が戦術として全国的に行われてきたわけ

でありますが、これは勤務時間のあしき運用で

あり、常識的に非常に不当なものである、不適

切なものであるというふうに私は思います。 

 今回の改正は、地方公務員法第37条第１項で

禁止されている争議行為等で職員が勤務しなか

った場合に、労務が提供できなかった限度にお

いて、厳密に給与の減額を行うことができるよ

うにするものでありまして、ノーワーク・ノー

ペイ、働かない人はそれは減額されるのが当た

り前というのに合致するものと思います。 

 また、改正の目的として、争議行為等にかか

わる欠勤部分を厳密に行うもので、これはこの

ことに限ってしっかりとまず改革をしていきた

いと。改革は一歩ずつでありますから、できる

ところから一歩ずつやりたいということであり

ます。 

 条例案について県や総務省からのお話ですが、

最終的な議案の提案は各団体、各地方公共団体

の判断であり、議決機関である議会で議決され

た条例について斟酌する立場にはない、これは

地方自治でやっていただいて結構だと。これが

結論でありますから、ここは私たちの判断をさ

せていただいたところであります。 

 今回の改正はあくまで違法行為である争議行

為等に限定しているものでありまして、それ以

外は従前どおりの取り扱いです。ですから、著

しく均衡を失するものとは考えてはおりません。

もう南陽市でも同一内容の改正条例が議会の同

意をいただいて、公布施行されているのが何よ
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りの例であります。 

 現認方法についてはより合理的な方法を検討

していきたいと思っておりますが、何時何分に

席に着いた、席に着けというのは課長がある程

度言うのは当然でありますから、それは本人が、

その年間１日か２日ですね、それについて申告

を、あるいは報告をすると。課長に言われて報

告をしなかった場合には、それは29分ストライ

キに参加していたというふうになるのではない

かと思います。 

 減額して支給することができるという規定で

すが、適用しない内容を条例化するなんていう

ことは意味がありません。これは違法な争議行

為等が行われないことが一番望ましいわけであ

ります。運用に当たって、南陽市等の動向を踏

まえながらご相談もしながら対処をしていきた

いと思います。 

 職員組合との交渉についてでありますが、私

は、この違法な争議行為等に対して対処すると

いうのは、地方公務員法第55条第１項の規定に

より、本来、職員団体の交渉にはなじまないも

のと考えております。これは法律をそのとおり

やるということであります。公務員にだけ認め

られていた、民間の社会では通用しなかったよ

うな、あるいは既得権なんでしょうけれども、

そういうのはやはり今の時代にはとてもとても

認められるものではないということであります

し、法にのっとってやるということであります

から、これは労働条件の変更でも何でもないわ

けです。 

したがって、これはなじまないものだと私は

何度も交渉で申し上げましたが、私の言葉を言

いかえて、「そうでしょう」とか「そうだろ

う」と、こう言うんですね。私の言葉は言いか

えてもらわなくて結構です。私の言葉は言った

とおりですから。その言葉とおりに対してご意

見を言いながら、そしてそれでどうしても合意

ができなければ、それは私の判断で、市民から

負託を受けたやはり当局の提案として議会の判

断を仰ぐということが、これが議会制民主主義

だと。これは何度も繰り返してまいりました。 

 私は、合意ができれば大いに結構であります

が、交渉を申し入れられればそれは交渉には応

じますよ、幾らでも。しかし、30分たったらも

う交渉できないと。交渉することがないと。そ

れは職員組合の皆さんから言うわけですから、

それじゃあ言うことがないというのであれば時

間のむだだから、30分を過ぎたのでそれは物別

れだなということで退席をさせていただきまし

た。 

 今後も交渉の申し入れがあれば申し上げます。

そして、私の判断はしっかりと申し上げます。

そして、合意できればもちろん合意はいたしま

す。しかし、こういう問題でなじまないもので

ありますから、これについてはなじまないとい

う見解を申し上げるだけでありまして、この問

題については以上だと私は思っております。 

 次に、事務管理公社の見直しでありますが、

個別の業務ごとに公社委託の必要性、妥当性に

ついて再検討をしたいと思います。 

もともと公民館というのは民間でやるものだ

と。職員がやっていたわけでありますが、齋藤

さんの時代にやはり長井方式で民間でやるもの

だと。これは他自治体に先駆けて、民間の皆さ

んから主事１人、副主事１人と。２人かな当初

は。ということで始められたものだと思います。 

 業務ごとに、公社以外に能力を有し委託可能

な団体については、これは既存団体を含めて検

討をいたします。指定管理者制度の導入につい

ても検討してまいりたいと思います。今年度中

に関係者等と協議し、18年度から全体的な新た

な枠組みで対応していきたいと思います。職員

の身分等に当たっては、現在の待遇等を著しく

低下することのないように配慮をしていきたい

と、こういう基本的な考え方で調整を図ってい

るところであります。現在のところ、本庁舎の
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清掃、電話交換、事務局の事務については当面

存続させなければいけないと思っておりますが、

それ以外の業務につきましては、来年度から民

間団体も含め、公社以外で受託能力を有する団

体に委託する方向で業務の担当課長を中心に調

整をしているところであります。 

縮小して当面存続する公社に事務局員１名を

残すのは、新たな委託団体が行う人事や給与、

社会保険業務等の執行について、当分の間、事

務的に支援をする必要があるのではないかとい

うためであります。 

公社職員の皆さんに対しては、６月30日に第

１回説明会を開催し、消費税課税問題と今後の

公社の見直し方向について概要を説明しました。

そして８月12日の第２回説明会で、事務管理公

社の縮小に伴う諸条件の整理について資料に基

づき説明をさせていただいたところであります。

その内容は、現在の公社職員は平成18年３月31

日付で全員退職するが、存続する公社に残る清

掃、電話交換、事務局事務に従事する職員は新

年度に再雇用する。公社の移行先について待遇

に格差が生じる可能性があることから、存続す

る公社を含め移行先では中小企業退職金制度に

は加入をしない。新たな団体に移行する職員で

継続雇用を希望される職員については、継続し

て勤務できるよう配慮をしたい。給与、旅費等

について現行水準を確保できるよう委託料等を

積算をし、社会保険、労働保険も加入できるよ

うに配慮をしていきたい。就業規則等について

は、現在の公社の内容を適用する新たな団体に

要請することなどを説明したわけであります。 

なお、説明会では、公社職員から、退職金互

助会制度が今後マイナスになるとすれば給料の

アップ等も検討できないかという要望があった

ということもお聞きをしております。 

 職員の皆さんには、質問や疑問、要望等があ

れば、説明会の場に限らず、担当課長あるいは

公社理事に随時相談してほしい旨、説明をして

いるところであります。 

 なお、平成３年に変えられたというのは、そ

れは齋藤さんから平さんにかわられて、私から

言わせれば民がだんだん官になったんでありま

すよ。それをもう一度やはり今の「官から民

へ」というふうに、今の小泉改革あるいは全国

の行財政改革のやはり基本でありますから、民

でできることは民で。やはり官になりつつあっ

たのをまた民にという方向にまた改革しようと

いうことでありまして、変えられたのは、平成

３年といえば平さんの時期もそうでありますか

ら、それは、そのときだけは違うと、あとは変

えちゃいかんということにはならないのではな

いかというふうに思います。時代にあってやは

り市民の理解が得られるように、官から民へ、

そういう改革をしていくのが私は改革の方向で

はないかというふうに思っているところであり

ます。以上です。 

  （「変えられる人の身になってほしいと言

っているんですよ。ころころ変えられる

人の身になってほしい。そこは丁寧にす

べきだと私言ってますから、そこだけ答

弁してください」の声あり） 

○目黒栄樹市長 そういう言い方ならば、平成３

年もそういうことでしょう。同じことでしょう。 

  （「だから、これからどうするかというこ

とを聞いてるわけだから」の声あり） 

○目黒栄樹市長 今言ったじゃないですか。答弁

したじゃないですか。答弁終わってからだ、そ

んなものは。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 事務管理公社職員の来年度以

降の雇用の考え方についてお答えをしたいと思

います。 

 さっき市長の方からもありましたけれども、

受託能力を有する団体ということで、まず公民

館主事については、各地区の公民館運営協議会

の職員として事業費と人件費を委託する方向で
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検討中ですが、付随する課題もありますので、

各地区運営協議会の連合会的な組織なども視野

に入れて教育委員会の方でも検討していきたい

というふうに考えています。 

 生涯プラザの事務職員、技士については、公

募によってＮＰＯ等に委託する方向で検討をし

ています。 

 市民文化会館の事務職員についても、長井教

育会の職員として、これまでどおり10カ月分の

人件費を委託して雇用していただく方向で働き

かけをしているところです。 

 事務局長の方には話をしていますが、理事長

には10月の理事会の前に打診をする予定でいま

す。待遇の面についても、教育委員会としても

現状の水準が維持されるように要望していきた

いなというふうに思っているところです。 

以上です。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

 まず、給与条例の改正の方からですが、国、

県の指導はどうだったのかというふうなお話で

ございます。 

 これにつきましては、８月３日と16日の２回、

県の市町村課に指導をいただいております。そ

の中では、時間外、年休などの端数処理との整

合性はとれるのかというふうなことや、１分単

位の現認は技術的に可能かと。南陽市の条例は

争議行為だけに限定しているが、欠勤、遅刻等

の整合性ではどうかというふうなものがありま

して、最終的には、総務省にもその後電話で照

会したところですが、結果的には、提案は団体

の判断でありまして、議決機関である議会で議

決された条例については斟酌する立場でないと

いうふうなことで、市町村課、総務省、いずれ

も同様の見解でございました。 

 次に、法令審査会でどう検討されたのかとい

うふうな部分でございますが、これにつきまし

ては、先ほども蒲生議員にもお答えしましたと

おり、違法性はないというふうなことでござい

ますので、条文も短い関係から法令審査会には

かけておりません。 

 問題なしと判断されたのはだれの判断かとい

うふうなことでございますが、上司の決裁を得

てこのたびの提案とさせていただいたところで

す。 

 ３点目の公平の原則に反しないかというふう

な中で、今回は争議行為欠勤のみの不利益取り

扱いであって不当労働行為条例になるのではな

いかというふうなお話でございますが、違法行

為である争議行為等に限定して厳密に計算する

というふうなものでございますので、これは処

分ではありません。というふうな考え方を持っ

ております。 

 それから、他の各種手当や休暇等とのバラン

スというふうなことでございますが、これにつ

きましても、争議行為等につきましては、違法

行為というふうなことで明らかに禁止されてい

るにもかかわらず事実上黙認されているという

ふうな実情でございますので、この処遇部分に

ついて是正するための提案でございますので、

他とのバランスについては影響がないというふ

うに考えております。 

 次に、法律や規定及び運用方針を争議行為に

限定して分単位とすることは理解できないとい

うふうなお話のところでございますが、現行制

度では、29分の時間内集会を行っても１カ月の

欠勤が30分未満の場合は給与は減額できないと

いうふうなシステムになっております。これを

逆手にとった戦術として行われている29分集会

は、勤務時間の運用のあしき慣行でありまして、

常識的に不適切であるというふうに考えており

ますので、このたびの提案をさせていただいた

ところでございます。 

 次に、平等の取り扱いの原則、それから地公

法第24条関係での均衡を失しないような考慮が

払われなければならないというふうな法律上に
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対してどう考えるというふうなことでございま

すが、何度も申し上げておりますが、今回の改

正につきましては、違法行為である争議行為等

に限定して欠勤部分について厳密に計算すると

いうふうなものでございまして、この意味では

権衡を失するというふうには考えておりません。 

 ４点目の条例改正どおり執行できるかという

ふうなところでございます。執行事務上の対処

方針、具体的な考え方が検討されているかとい

うふうなことですが、争議行為等につきまして

はこれまでも１分単位で出勤時間は確認してお

ります。改正条例が施行されればより合理的な

方法で検討する必要があるというふうなことは

先ほども申し上げました。職員の服務規程第８

条、これにつきましては出勤したら直ちに押印

するというふうな規定もあります。これらを参

考に、また南陽市の現認方法なども見きわめな

がら対処していきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、交渉の中で最初から管理運営事項とい

う考え方で臨んだのではないかというふうなこ

とでございますが、南陽市の方では地公法第55

条第３項の管理運営事項という認識を持ってお

られるようであります。地方公務員法第55条第

１項は、勤務条件、その他適法な交渉事項につ

いて交渉の申し入れがあったときは応ずべき地

位に立つというふうなことで、適法な交渉事項

について交渉の申し入れがあったときというふ

うになっております。このたびの違法な争議行

為に係る給与カットにつきましては、こうした

交渉にはなじまないものというふうに考えてい

るところでございます。 

 次に、事務管理公社の雇用の件でございます

が、来年度以降の考え方につきましては市長並

びに教育長より答弁申し上げておりますので、

その辺は割愛させていただきたいというふうに

思います。 

 最後のところ、丁寧な対応と説明をしてほし

いというふうなところでございますが、公社の

理事長といたしましても丁寧な対応と説明に心

がけていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○大沼 久議長 髙橋議員に申し上げます。時間

になっておりますので、簡潔にお願いいたしま

す。 

○１１番 髙橋孝夫議員 「なろうとしておりま

すので」ということで理解をします。 

 １点だけ市長にお伺いする前に、今のこの職

員給与の減額の問題は総務・文教常任委員会で

またやらせていただきますので、お願いをした

いと思います。 

 この事務管理公社の職員の雇用です、市長。

私はお伺いをしたのは、来年度以降のことはま

ずいいんですけれども、形態をどうするかはね。

私はこの一たん退職金を清算するというのは、

これはちょっと大変なことだと思うんですよ。

いただきましたこの中退共制度、これがあるん

です。これに入っているんだそうですが、これ

では継続できるというふうになっているんです

ね、違うところでやっても。そういう制度をや

はりとっていかないと、今の職員は本当にもう、

既に何年か前に一たん清算をされて、そして長

い人でももうそれ以降の期間しか該当しないと

いうことで、この制度を該当させてもそんなに

額は大したことないというか、そういう退職金

でしかないわけです。 

 そういったこととか、これからの給与制度と

いうのは、さっき市長の答弁にもありましたけ

れども、要望があるわけです。そういったとこ

ろについてはもっとちゃんとというよりも、そ

の人たちのことも考えて、そして将来の人材確

保ということも考えて私は対応していただきた

いというふうに申し上げましたから、そこのと

ころだけ再度答弁をいただきたい。それで終わ

りたいと思います。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 
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○目黒栄樹市長 この移行についてはいろいろあ

るわけですね。それで、ＮＰＯ等にやっていた

だこうとかいろんな形態があると思われますの

で、やはりそれは全員一律というわけになかな

かもういかなくなるというふうに思います。 

ですから、まず公平なところとしては、ここ

で一つ区切りをつけて、今後どうするかについ

ては十分やはり、それはやはりそれぞれのとこ

ろでご相談に応じていくというような格好がい

いのではないかというふうに思います。 

 

 

   藤原民夫議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 次に、順位４番、議席番号16番、

藤原民夫議員。 

  （16番藤原民夫議員登壇） 

○１６番 藤原民夫議員 私は、通告しておりま

す４点について市長並びに関係課長に質問をす

るものであります。 

 初めに、このたびの議会に61号議案として提

出されている、職員の争議行為等のために勤務

しない時間に関して１分単位で給与の減額措置

をするという条例について市長にお尋ねをする

ものであります。 

 まず初めに、労働組合とは、労働者が労働条

件の維持改善、その他経済的・社会的地位の向

上を目的として結成されている団体であること

は当然であります。憲法は第28条で、労働者が

労働組合をつくる権利、つまり団結権を労働者

の基本的人権として保障しているのであります。

労働者が団結し団体行動を行うことによって初

めて使用者と対等に交渉ができ、人間らしい生

活を確保できるという考え方に立っているわけ

であります。 

憲法によって団結権が保障されるということ

は、第１には、国家が、法律、規則、命令や行

政行為などで労働者が労働組合をつくることや

組合活動に対して、不当な干渉や介入をしたり、

あるいは弾圧をしてはならないということを意

味しているわけであります。第２は、使用者が、

労働組合をつくること、労働組合の内部のこと

や組合活動に対して干渉や介入をしてはならな

いこと、また、正当な理由のない限り労働組合

との団体交渉に応じなければならないこと、そ

して、ストライキなどで損害を受けたからとい

って賠償を請求できないことを意味しているの

であります。 

 そこで市長にお聞きいたします。 

ただいま私が申し上げました憲法が掲げてい

る労働者の権利について、市長はどのように解

釈をなされておられるのか、初めにお尋ねをい

たします。 

 一方、地方公務員法第37条では、公務員は争

議行為等をしてはならないと定めております。

地方公務員、つまり自治体労働者は、自治体当

局に雇用されて働く労働者であると同時に、住

民全体へ奉仕するという特殊性を持つ職務を行

うものであります。住民の皆さんも、地方自治

体職員が地方自治を守り、住民福祉のための行

政上の諸活動を積極的に行うことに期待を持ち、

かつそれを望んでいるわけであります。地方公

務員が市民の奉仕者としての職務を持ち、その

給与が住民の納税で賄われていることは、例え

ば自治体労働者の賃金、その他の労働条件を市

民の理解と支持を得られる適正なものとすべき

ことを求めているわけでありますが、しかしだ

からといって、行政当局が公務員労働者の基本

的権利の制限を正当化し得るものとして利用し

てはならないということは明らかであります。 

 自治体労働者の労働組合運動は、自治体労働

者の生活と権利を守るために当然闘うことを課

題としているわけであります。同時に、日常の

職務の遂行の上でも、住民自治と住民福祉への

奉仕の行政活動ができるだけ行われるような改
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